
様 式 第 四 十 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。

様式第40の２（第41条の６関係）
自動納付申出書

（平成 年 月 日）
特許庁長官 殿

１ 特許番号（実用新案登録番号又は意匠登録番号）
２ 申出人

識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

予納台帳番号
３ 代理人

識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

４ 特許権者（実用新案権者又は意匠権者）
識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

５ 提出物件の目録

識別ラベル

識別ラベル

識別ラベル

特許権者（実用新案権者又は意匠権者）
識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

３ その他は、様式第１の備考１から３まで、５、６、14及び16から19まで、様式第２の備考
１から３まで並びに様式第38の備考２と同様とする。この場合において、様式第１の備考６
中「請求人」とあるのは、「申出人」と読み替えるものとする。

識別ラベル

識別ラベル

様式第40の３（第41条の７関係）
自動納付取下書

（平成 年 月 日）

様 式 第 四 十 一 の 表 面 を 次 の よ う に 改 め る 。

特許庁長官 †

表 面

第 号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第27条（第39条及び
第39条の11において準用する場合を含む。）の規定による立入検査証

職 名
氏 名

年 月 日生
年 月 日発行
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年 月 日限り有効

特許庁長官 殿
１ 特許番号（実用新案登録番号又は意匠登録番号）
２ 申出人

識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

予納台帳番号
３ 代理人

識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

４ 特許権者（実用新案権者又は意匠権者）
識別番号
住所又は居所

氏名又は名称 † 又は

５ 提出物件の目録
〔備考〕

様式第１の備考１から３まで、５、６、14及び16から19まで、様式第２の備考１から３ま
で、様式第38の備考２並びに様式第40の２の備考２と同様とする。この場合において、様式
第１の備考６中「請求人」とあるのは「申出人」と読み替えるものとする。

識別ラベル

識別ラベル

識別ラベル
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 こ の 省 令 は 、 平 成 二 十 一 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 条 及 び 附 則 第 三 条 の 規 定 は 、

平 成 二 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 準 備 行 為 ）

第 二 条 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 以 下

「 新 特 例 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 三 十 九 条 の 二 に 規 定 す る 口 座 振 替 に よ る 納 付 の 届 出 に 関 す る 手 続

及 び 第 三 十 九 条 の 三 に 規 定 す る 振 替 番 号 の 通 知 は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に お い て も 行 う こ と が で

き る 。

第 三 条 第 一 条 の 規 定 に よ る 新 特 例 法 施 行 規 則 第 四 十 一 条 の 五 第 二 項 並 び に 第 四 十 一 条 の 六 及 び 第 四

十 一 条 の 七 に 規 定 す る 特 許 料 及 び 登 録 料 の 自 動 納 付 の 申 出 に 関 す る 手 続 は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 前

に お い て も 行 う こ と が で き る 。

〔備考〕
１ 特許権について自動納付の申出をする場合は、表題は「自動納付申出書（特許）」と、実用
新案権についてする場合は、「自動納付申出書（実用新案）」と、意匠権についてする場合は、「自
動納付申出書（意匠）」と記載する。
２ 「特許権者（実用新案権者又は意匠権者）」の欄には、第41条の５の規定により当該自動納
付申出書を援用して特許料又は登録料の納付の申出をしようとする特許権者、実用新案権者
又は意匠権者を明瞭に記載する。共有に係る特許権、実用新案権又は意匠権の場合にあって
は、次のように欄を繰り返して設けて、すべての権利者を記載する。
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